
延岡市指定管理者選定会議に関する要綱 
 
 
（設置） 
第１条 公の施設の指定管理者の候補者を選定するために、延岡市指定管理者選定会議（以

下｢選定会議｣という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条  選定会議は、公の施設の指定管理者として指定を受けようとする者の中から、

選定基準に照らして最も適切な管理を行うことができると認められるものを、当該公の施

設の指定管理者の候補者として選定する。 
 
（組織） 
第３条 選定会議は、副市長、企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、農林

水産部長、商工観光部長、都市建設部長、北方町総合支所長、北浦町総合支所長、北川町

総合支所長、上下水道局長及び、教育部長を委員として組織する。 
２ 委員長は、副市長をもって充てる。 
３ 委員長は、選定会議の会務を総理し、選定会議の議長となる。 
４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 選定会議は、委員長が招集する。 
２ 選定会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 選定会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
４ 委員長は、必要があると認めるときは、外部の学識経験者等を選定会議に出席させ、

その説明又は意見を聞くことができる。 
５ 委員長は、必要があると認めるときは、公の施設を所管する課所長又は職員を会議に

出席させ、事案について説明を求めることができる。 
 
（庶務） 
第５条 選定会議の庶務は、企画部市民協働・男女参画課で処理する。 
    

 附 則 
 この要綱は、平成 17 年５月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 


